
多様な働き方無期転換ルール

無期転換ルールとは、同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定

めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。（労働契約法第１８条：平成２５（２０１３）年４月１日施行）対象となる方は、

原則として契約期間に定めがある有期契約労働が通算５年を超える全ての方です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

雇止め・契約期間中の解雇等について

無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申

込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うこ

とは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではあり

ません。


